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東日本大震災から 3年 

障 害 者 に 関 す る 要 望 

 

 時下、ますますご清栄のことと存じます。 

 日頃より聴覚障害者へのご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 

 さて、2011年 3月 11日に発生した東日本大震災から 3年がたちましたが、被災地の障

害者は避難先で、また仮設住宅等で、未だ不自由な生活を強いられています。 

このような中、早急に被災者の現状を把握し、被災した障害者が一日も早く安心して暮

らせるよう、また首都直下型地震・南海トラフ地震等の大地震、昨今の異常気象による自

然災害等、今後起きうる災害への対応を早急に進めて行くことが求められています。 

障害者、特に聴覚障害者に係る施策について下記要望致します。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

【地方公共団体の地域防災計画やガイドラインについて】 

１．自治体で「地域防災計画」を策定する際は、障害当事者が必ず参画できるようにして

ください。 

 

２．内閣府・総務省・厚生労働省による「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平

成１８年３月）では、災害時に要援護者情報の収集・共有につき、本人の個別同意方

式には限界があることから、「関係機関共有方式」の積極的活用を推奨していること

を改めて周知するとともに、災害対策基本法で作成が義務付けられている地方公共団

体の地域防災計画に、被災者の個人情報の取扱事項や関係機関共有方式を明記するよ

う、強く働きかけてください。 

    ※ 災害時の要援護者情報の収集・共有については 

      平成 25年３月「災害時要援護者の避難支援に関する検討会 報告書」 

      平成 25年 6月「災害対策基本法改正」 

      において、その実効性をより確かなものにするよう働きかけてください。 

 

３．地方公共団体の地域防災計画やガイドラインに、避難所等における聴覚障害者には、

他の避難者と同等の情報が提供されるように、避難所運営マニュアルに障害者への情



報提供手段などの事項を明記するよう強く働きかけてください。 

 

 

【改正災害対策基本法及び新ガイドラインについて】 

１．改正災害対策基本法、および「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（新

ガイドライン）」に、障害者の支援体制の枠組みの中に、障害者当事者団体・支援団体

等を明確に位置づけてください。 

２．要援護者・要支援者に関わる施策の周知と推進を、障害当事者参画のもと実施してく

ださい。 

３．新ガイドラインにある「避難支援者等関係者への事前の名簿情報の提供」には、東日

本大震災時に障害者への支援活動を行った「障害者団体」も含めてください。 

 

【東日本大震災被災障害者について】 

１．震災 3 年目にあたり、被災した障害者の実態把握を早急に行ってください。報道機関

によりますと、東日本大震災による障害者の死者数は、健常者の２倍に上がるというデ

ータが出されています。あの悲劇を忘れないために、また災害を減災に変えるために、

何らかの委員会を設け、障害者の被災状況に関する検証や生活再建状況の追跡調査を行

ってください。 

２．福島県における放射能による健康被害を調査する「健康診断」後の情報については、

診断結果だけでなく、診断結果による対応等、丁寧な説明・情報提供をしてください。 

  その際、障害者だけではなく、その支援者も診断結果による対応等、丁寧な説明・情

報提供をしてください。 

３．避難所（仮設トイレなど含む）に指定されている施設や設備、また仮設住宅などをユ

ニバーサルデザインに基づいて共通基準化できるよう、法的に規定してください。 

４．災害時に避難所や仮設住宅等で生活する聴覚障害者が孤立しないよう、地域住民に「聞

こえない」障害について啓発し、周知する事業を実施してください。 
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